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貯蓄預金規定（個人限定） 

（令和 4年 5月現在） 

貯蓄預金Ⅰ型（３０万円型）規定 

１．（取扱店の範囲） 

貯蓄預金Ⅰ型（以下「この預金」といいます。）は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預

入れまたは払戻しができます。 

２．（払戻回数超過手数料） 

（１）毎月１日から月末日までの１か月間に５回をこえて払戻しをするときは、その回数をこえるそ

れぞれの払戻しについて、当金庫所定の払戻回数超過手数料をいただきます。 

（２）前項の払戻回数超過手数料は、預金の払戻し時に払戻請求書なしでこの預金口座から自動的に

引落します。この場合、払戻回数超過手数料金額と払戻請求金額との合計額が払戻すことのでき

る金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

３．（利息） 

（１）この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除

きます。以下同じです。）１，０００円以上について付利単位を１００円として、次項の利率によ

って計算のうえ、毎年２月と８月の当金庫所定の日に、この預金に組入れます。 

（２）この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高（以下「基準残高」といいます。）は３０

万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

① 毎日の最終残高が基準残高以上となった期間 

当該期間における店頭表示の「基準残高以上利率」 

② 毎日の最終残高が基準残高未満となった期間 

当該期間における店頭表示の「基準残高未満利率」 

この他、後記「貯蓄預金Ⅰ型（３０万円型）・Ⅱ型（１０万円型）共通規定」が適用されるものとし

ます。 

 

貯蓄預金Ⅱ型（１０万円型）規定 

１．（取扱店の範囲） 

貯蓄預金Ⅱ型（以下「この預金」といいます。）は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預

入れまたは払戻しができます。 

２．（利息） 

（１）この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除

きます。以下同じです。）１，０００円以上について付利単位を１００円として、次項の利率によ

って計算のうえ、毎年２月と８月の当金庫所定の日に、この預金に組入れます。 

（２）この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高（以下「基準残高」といいます。）は１０

万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

① 毎日の最終残高が基準残高以上となった期間 

当該期間における店頭表示の「基準残高以上利率」 

② 毎日の最終残高が基準残高未満となった期間 

当該期間における店頭表示の「基準残高未満利率」 

この他、後記「貯蓄預金Ⅰ型（３０万円型）・Ⅱ型（１０万円型）共通規定」が適用されるものとし

ます。 
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貯蓄預金Ⅰ型（３０万円型）・Ⅱ型（１０万円型）共通規定 

１．（証券類の受入れ） 

（１）この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立ので

きるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。 

（２）手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充して

ください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

（３）証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 

（４）手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によっ

て取扱います。 

（５）証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

２．（振込金の受入れ） 

（１）この預金口座には、為替による振込金を受入れます。 

（２）この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消

通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

３．（受入証券類の決済、不渡り） 

（１）証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入

れた証券類の金額にかかる預金の私戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の

摘要欄に記載します。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出

の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却し

ます。 

（３）前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利

保全の手続をします。 

４．（預金の払戻し） 

（１）この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とと

もに提出してください。 

（２）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有すること

を確認するための本人確認書頬の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必

要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 

５．（自動支払い等） 

この預金口座から各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給

与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。 

６．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

（１）当金庫は、この預金について、当金庫ウェブサイトに掲げる事由を民間公益活動を促進するた

めの休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下、「休眠預金等活用法」という。）にもと

づく異動事由として取り扱います。 

７．（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

（１）この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅

い日をいうものとします。 

① 当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、

預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発した日。
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ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場

合（１か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか

遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

（２）第１項第２号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号

に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げ

る事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

８．（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

（１）この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権

は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります（

ただし、財形年金、財形貯蓄、マル優、マル特は対象外とする。）。 

（２）前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求

することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して

有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができ

ます。 

（３）預金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第７

条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。 

① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫

からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの（利子の支払いに係るものを

除きます。）が生じたこと 

② この預金について、手形または小切手の呈示その他の第三者による債権の支払の請求が生じ

たこと（当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまた

は国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと 

（４）当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第３項による休眠

預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を

受けていること 

② この預金について、第３項第２号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じ

ることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること 

③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取

得する方法によって支払うこと 

９．（未利用口座管理手数料） 

（１）当金庫が定める一定期間、利息決算以外の預入、または払戻し（第２項に定める手数料の引

落しを除く）がない場合には、未利用口座となります。 

（２）この預金が未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合に 

  は当金庫はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当金庫の定める未利用口座管理手数料

の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により未利用口座管理手数

料の引落しが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部としていただ

き、預金者に通知することなく当金庫所定の方法により解約することができるものとします。 
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（３）一旦引落しになり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしま

せん。 

（４）前２項により解約された口座の再利用はできません。 

10．（本規定の変更等） 

（１）この預金規定は、民法第５４８条の２第１項に定める定型約款に該当し、この預金規定の各条

項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合

には、民法第５８４条の４の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの預金規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭掲示、インターネットその他

相当の方法で公表し、公表の際に定める１か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも

のとします。 

 

この預金には、本規定のほか、別紙「普通預金（無利息型普通預金を含む）、貯蓄預金、通知預金共

通規定」が適用されるものとします。 

 

以 上 


